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第1章  計画の策定に向けて 

１ 計画策定の背景と目的 

国においては、「住生活基本法」を平成 18（2006）年 6月に制定し、良質な住宅と住環

境を創出して消費者のニーズに合った住宅が市場に供給されることを目指すため、次の 4

つの柱を示しました。 

 

○「良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承」 

○「良好な居住環境の形成」 

○「多様な居住ニーズが実現される住宅市場の環境整備と消費者保護」 

○「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」 

 

これを受け、平成 18（2006）年 9月に『住生活基本計画（全国計画）』が策定され、そ

の後の社会情勢の変化に合わせ、平成 23（2011）年 3月と平成 28（2016）年 3月に見直

しが行われました。さらに令和 3（2021）年には、本格的な人口減少・少子高齢化の進展、

脱炭素社会に向けた国内外からの要請、安全・安心の確保、新型コロナウイルス感染症の

まん延を経た生活様式や働き方の変化、DX の進展などを踏まえ、すべての人々が住宅を

確保して安心して暮らせる社会を目指して見直しが行われています。 

 

滋賀県においても、平成 18（2006）年度に『滋賀県住生活基本計画』を策定し、「快適

でうるおいのある安全・安心な住まい・まちづくり」を基本理念として、総合的かつ計画

的な住宅施策が展開されてきました。その後、社会情勢の変化に伴い新たな課題が顕在化

したことから、平成 24（2012）年と平成 29（2017）年に見直しが行われています。さら

に令和 4（2022）年には、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給の促進やマンション管

理の適正化を目的とした関連法の改正を背景に、再度の見直しが行われました。 

 

本市においても、平成 26（2014）年に長浜市住生活基本計画を策定し、その後社会情

勢の変化にあわせて３度の計画変更を行い、住宅施策を進めてきました。しかし、少子高

齢化と人口減少の進行、空き家の増加、住宅の確保が困難な世帯への支援、住宅の安全性

の確保といった課題に加え、コロナ禍を経た住まい方の変化や新技術の活用など、幅広い

課題への対応が求められています。 

こうした状況を踏まえ、本市における住生活の理念や目標、施策の展開方向などを定め、

住宅政策をより総合的かつ計画的に推進するため、『長浜市住生活基本計画』を見直しま

す。 
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２ 計画の位置づけ 

長浜市住生活基本計画は、『長浜市総合計画』を上位とする住宅部門の計画として位置

づけ、他の計画と整合・連携を図りながら策定するものです。 

また、住生活基本法に基づき「住生活基本計画（全国計画）」及び「滋賀県住生活基本

計画」に即して策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画は、１０年間の令和１７年度までを期間とします。 

なお、国、県の動向や社会情勢の変化などに的確に対応するため、概ね５年ごとに適切

な検証、評価を行い、計画の見直しを図ります。 

 

  



3 

 

４ 策定の体制・取組 

（１）長浜市住生活基本計画策定委員会等での検討 

本計画の策定にあたっては、学識経験者や関係団体などの委員で構成される「長浜市住

生活基本計画策定委員会」を組織し見直し方針等について検討しました。また、見直し方

針等を庁内で共有し、関係部署で施策・事業などについてヒアリング等の確認をしました。 

併せて、市民アンケートを実施し、市民の現状認識や意向の反映を図るとともに、計画

案についてのパブリックコメントの実施により、広く市民や事業者などの意見を募るこ

とで、市民の意識を取り込んだ計画となるよう取組を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）アンケート調査の実施 

 

調査期間 令和 7（2025）年 6月 20日～7月 21日 

配布 18歳以上の市民 1,000人を無作為抽出 

回収率 41.6％（配布：郵送、回収：郵送と WEB回答併用） 
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第2章  住宅政策における現状・課題と今後の方向性 
 

本市は、都市部から自然豊かな中山間地域までバリエーションに富んだ風土を有し、各

地域固有の自然や歴史・風土に合った住宅施策が求められています。地域別に見ると、南

部地域では、民営借家、社宅や官舎などに住む人が増加しています。ＪＲ長浜駅周辺には、

高層マンションと歴史的まちなみが混在しています。市内においては、豪雪地帯が含まれ、

家屋や道路の除雪が不可欠です。また、宿場町の名残で商家や農家住宅など歴史的、文化

的な家屋が存在しています。 

このように地域ごとに異なる特性がある一方で、少子高齢化と人口減少の進行、空き家

の増加、住宅の確保が困難な世帯への支援、住宅の安全性の確保といった課題に加え、コ

ロナ禍を経た住まい方の変化や新技術の活用などは、地域差はあるものの全市的な課題

となっています。 

こうした状況を踏まえ、市が住宅施策を進めるにあたって抱えている、またはこれから

起こりうる問題を、下記のとおり整理します。併せて、本計画の見直しにあたって実施し

たアンケート調査の結果も明示します。 

なお、アンケート調査結果や統計資料に関する数値の詳細は資料編に掲載します。 
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１ 現状と課題 

（１）人口・世帯の状況 

現状 

○本市の人口は、減少傾向が続いています（図 2.1）。平成 27（2015）年と令和 2（2020）年

にかけての人口減少率を地域別にみると、特に余呉地域、木之本地域で大きくなっていま

す（資料編 6 頁、表 1.1 参照）。 

○少子高齢化の傾向が拡大しており（図 2.2）、高齢者（65 歳以上）世帯数も増加していま

す。（資料編 13 頁、図 1.15 参照） 

○地域別に高齢化率をみると、余呉地域、木之本地域、西浅井地域で特に高くなっています。

（資料編 10～11 頁、図 1.11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外国人人口及び外国人世帯は、増加傾向です（資料編 15 頁、図 1.17 参照）。令和 5（2023）

年の国籍別人口割合は、ブラジル（39％）、ベトナム（22％）、中国（10％）の順となって

います。（資料編 15 頁、図 1.18 参照） 

アンケート調査の結果から 

○「今後の住まいづくりで必要だと思うこと（問 21）」として「災害に強い住まいづくり」

についで「高齢者などが安心して暮らせる住まいづくり」、「安心して子育てできる住まい

づくり」が上位に選ばれています。 

○「子育てしやすい住環境（問 19）」として、「子どもが安心して遊べる場所があること」や

「小児科等医療機関が近くにあること」が望まれています。 

○「高齢者やしょうがい者が暮らしやすい住環境（問 20）」として、「買い物や通院などの日

常生活の利便性」「介護サービスの利用しやすさ」「住宅やその周辺のバリアフリー化」が

重視されています。 

○「高齢期に暮らしたい住宅（問 17）」としては、「現在の住まい」との回答が最も多くなっ

ています。 
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図 2.2 年齢階級別人口構成の推移 

出典：各年国勢調査（現市域の合算値）を基に作成 

 

図 2.1 人口の推移 

出典：各年国勢調査（現市域の合算値）を基に作成 
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課題 

●こどもを産み育てやすい住まいづくり 

・少子高齢化が進む中でも、安心して子育てできる住まいづくりが望まれています。市外か

ら子育て世帯の移住を促進し、市の活性化につなげる観点からも重要です。 

・就学前のこどもだけではなく、中学生、高校生を含めた子育て環境を考慮する必要があり

ます。 

●移住・定住の促進  

・人口減少対策として、他市からの移住者を増やすため、本市の子育てのしやすさや豊

富な自然環境等の魅力を積極的に PRしていくことが必要です。 

・次世代を担う若者世帯や子育て世帯を長浜市に呼び込めるような、強力な移住支援施

策を打ち出していく必要があります。 

・自身が住んでいる地域に愛着や誇りを持てる、シビックプライドの醸成に向けた取り

組みについても進めていく必要があります。 

●高齢者等が安心して暮らせる住環境の整備  

・高齢期になっても現在の住まいで住み続けたいという要望が多く、住宅や周辺環境のバリ

アフリー化を促進する必要があります。 

・高齢者、とりわけ身寄りが無い高齢者については、保証人の有無、経済的な面から、希望

する条件に合った住まいを見つけることが難しい状況があります。 
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民間賃貸住宅の供給を促進する住まいづ

くり

景観に配慮した住まいづくり（建物の色

やデザインの調和など）

リモートワークなど職住が近接した住ま

いづくり

持家取得を促進する住まいづくり

自然環境や歴史と調和した住まいづくり

地域コミュニティが充実している住まい

づくり

省エネ・省資源に配慮した住まいづくり

健康に配慮した住まいづくり

安心して子育てできる住まいづくり

高齢者などが安心して暮らせる住まいづ

くり

災害に強い住まいづくり

0% 20% 40% 60% 80%

複数回答

図 2.3今後の住まいづくりで必要だと思うこと 

出典：本計画策定にあたっての市民アンケート調査（問 21） 
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民間賃貸住宅の供給を促進する住まいづくり 
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・人口減少や高齢化が進む地域では、安心して暮らせるために、コミュニティの維持・活性

化が必要です。また、居住者の高齢化が進むマンションにおいても、居住者が交流できる

場の確保が求められています。 

●多文化共生の推進 

・外国人市民が増加しており、生活文化の違いに対する相互理解のために、地域住民との交

流を深める取組が必要です。 

・外国人市民が地域を支える担い手として活躍できる環境づくりのため、外国人市民の自立

と社会参画を促進する取組が必要です。   
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（２）住宅ストックの状況 

現状 

○国の住宅・土地統計調査による令和 5（2023）年の市内空き家率は 18.5％で、平成 25（2013）

年より 7.4 ポイント上昇しています。利用目的のない空き家が増加する中、周辺に悪影響

を及ぼす管理不全の空き家も増加傾向にあります。（資料編 33 頁、表 2.1 参照） 

〇長浜市では、市内の空家の現状をより詳細に把握するため、令和 6（2024）年度に空き家

等の実態調査を行いました。その結果、市内における空き家率は 5.1％で、地域別では 3.1％

～15.9％の割合で分布していることが判明しました。 

○建築資材価格や人件費の上昇により、住宅価格が高騰し、住宅着工棟数も減少傾向にあり

ます。（資料編 48 頁、図 2.17 参照） 

○分譲マンションについては、令和 4（2022）年度末時点で、1,030 戸(13 棟)が市内に立地

しており、このうち築 20 年以上のマンションが全体の約 6 割を占めています。高経年の

マンションは現時点では少ないものの、約 10 年後には 57.3%にあたる 590 戸(7棟)が築 30

年以上となり、急増することが見込まれています 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和 4（2022）年度に市が実施した実態調査では、国が示す計画期間(25 年以上)の長期修

繕計画を策定して修繕積立金を設定している管理組合は 15.4％にとどまることが明らか

になっています。 

アンケート調査の結果から 

○現在の住宅に「やや不満」または「不満」と回答した方（81 人、全体の 19.5％）の主な理

由は、住宅の老朽化や耐震性・防災性への不安であり（図 2.5）、前回（平成 26（2014）

年実施）のアンケート調査と同様の傾向が見られます。 

○「市内の空き家への対応（問 26-②）」では、「安全性に不安があるので、とにかく解体し

てほしい」が 25.0%と最も多く、ついで「更地にして空き地を地域で利用してほしい」が

23.3%、「カフェや店舗等、商業施設などとして活用してほしい」が 13.5%となっています。 

築10年以下, 

137戸, 13%

築10～19年, 

303戸, 29%
築20～29年, 451戸,

44%

築30～39年, 139戸, 

14%

築40年以上, 0

戸, 0%

図 2.4 市内分譲マンションの築年数別割合 

出典：長浜市マンション管理適正化推進計画 

（令和 6年 2 月） 
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課題 

●空き家対策、空き家の活用 

・空き家が増加しており、市民からも対策が求められているものもあります。長浜市には伝

統的な建築様式の古民家も数多くあり、活用方法の検討も必要です。 

●空き家の発生を予防するための意識啓発 

・持ち家の将来の在り方についての意識啓発を推進し、空き家の発生を予防する必要があり

ます。 

●安心して長く住むための意識啓発や改修支援 

・住宅の耐震化やバリアフリー化などに関する啓発や相談体制の整備などを充実する必要が

あります。 

 

 

 

図 2.5 現在の住宅の不満点、困っている事項 

（現在の住宅に「やや不満」、「不満」と答えた 81 人の集計） 

出典：本計画策定にあたっての市民アンケート調査（問 15-②） 
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水まわりなどの設備が不十分

騒音や振動が気になる

結露が発生する
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住宅の維持管理が難しい 

その他 

敷地が狭い 

日当たりや風通しが悪い 

シックハウスで体調が優れない 

家賃やローンが高い 
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出典：令和5年度市政のあらまし

‰世帯・人

世帯数 人員 保護率

（３）住宅の確保が困難な世帯への支援 

現状 

○生活保護世帯数は平成 27（2015）年以降、減少傾向にあります（図 2.6）。 

○しょうがい者数（身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持

者の総数）は、令和 2(2020)年以降、増加傾向にあります（図 2.7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果から 

○「高齢者やしょうがい者が暮らしやすい住環境」として、「買い物、通院などの日常生活が

便利であること」（79.8%）が最も多く、ついで「介護サービスなどが受けやすいこと」

（57.5%）、「住宅や住宅周辺などがバリアフリー化されていること」（18.8%）となっていま

す（図 2.8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.6 生活保護世帯数の推移 

出典：市政のあらまし 

図 2.7 しょうがい者数の推移 

※重複して所持している場合はそれぞれ計上 

出典：市政のあらまし 

図 2.8 高齢者やしょうがい者が暮らしやすい住環境 

出典：本計画策定にあたっての市民アンケート調査（問 20） 

0.7%

3.6%

4.1%

9.1%

10.8%

18.8%

57.5%

79.8%

その他

住宅の情報提供や相談体制が充実

していること

公的住宅への入居がしやすい仕組

みがあること

二世帯住宅など支えてくれる人と

暮らせること

高齢者やしょうがい者に配慮した

民間賃貸住宅や公営住宅が充実し

ていること

住宅や住宅周辺などがバリアフ

リー化されていること

介護サービスなどが受けやすいこ

と

買い物、通院などの日常生活が便

利であること

0% 20% 40% 60% 80% 100%

複数回答

買い物、通院などの日常生活が便利であること 

介護サービスなどが受けやすいこと 

住宅や住宅周辺などがバリアフリー化されていること 

高齢者やしょうがい者に配慮した民間賃貸住宅や公営住宅が充実していること 

二世帯住宅など支えてくれる人と暮らせること 

公的住宅への入居がしやすい仕組みがあること 

住宅の情報提供や相談体制が充実していること 

その他 
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課題 

●セーフティネット機能の整備  

・住宅の確保が困難な世帯のセーフティネットとなる住宅を確保するため、公営住宅の計画

的な建替え等のほか、バリアフリー化や長寿命化などのストック改善を推進する必要があ

ります。 

・住宅の確保が困難な世帯の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、市、不動

産関係団体、居住支援団体等が連携し、住宅の確保が困難な世帯に対し、住宅情報の提供

等の支援が必要です。（居住支援協議会等） 

 

（４）気候変動問題 

現状 

○本市では、令和 4（2022）年に「長浜市ゼ

ロカーボンシティ」を宣言しました。ま

た、令和 5（2023）年には「ながはまゼロ

カーボンビジョン 2050」を策定し、市全

体の温室効果ガス排出量の実質ゼロを

目指しています。 

アンケート調査の結果から 

○「住宅における環境対策として興味があ

るもの」では、「耐久性が高く長寿命化が

図られている」が最も多く選ばれ、前回

調査と同じ順位でした。（図 2.9） 

○一方で、「太陽光や風力発電を活用した

新エネルギー設備の導入」は前回より順

位が低下しています。 

○「地域の木材が多く使われている」に興味のある方は 12.5％と高い割合ではありませんで

した。 

課題 

●安全な住宅・住宅地の形成等  

・気候変動に伴い、夏季の異常高温が常態化しており、断熱材や窓の更新等をはじめとした

住宅改修率の向上などによる対策が必要です。 

図 2.9 住宅における環境対策として興味があるもの 

出典：本計画策定にあたっての市民アンケート調査（問 16） 

 

6.5%

7.0%

12.5%

20.9%

24.3%

43.5%

45.4%

庭や壁の緑化が進められ、ヒートアイラ

ンド現象の緩和に役立つ

節水型機器、雨水貯留タンクの導入な

ど、節水、活水対策などが図られている

地域の木材が多く使われている

太陽光や風力発電などを活用した新エネ

ルギー設備が導入されている

ダニ、カビなどの発生を抑える調湿材の

活用やシックハウス対策が図られている

ペアガラスなどが使われ、気密性が高く

省エネ化が図られている

耐久性が高く長寿命化が図られている

0% 20% 40% 60%

複数回答

耐久性が高く長寿命化が図られている 

 

 

ペアガラスなどが使われ、 

気密性が高く省エネ化が図られている 

 

ダニ、カビなどの発生を抑える 

調湿材の活用やシックハウス対策が 

図られている 

 

太陽光や風力発電などを活用した 

新エネルギー設備が導入されている 

 

 

地域の木材が多く使われている 

 

 

節水型機器、雨水貯留タンクの導入など、 

節水、活水対策などが図られている 

 

庭や壁の緑化が進められ、 

ヒートアイランド現象の緩和に役立つ 
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2.4%

2.4%

4.9%

6.1%

6.1%

7.3%

9.8%

14.6%

15.9%

18.3%

19.5%

32.9%

34.1%
54.9%

子育て支援施設が遠い

マンションなどにより日当たりが悪い

まちの景観が悪い

公園や緑地が少ない

建物が密集している

ご近所の人たちとの付き合いがない

教育施設や文化施設が遠い

その他

道路環境が悪い（交通量が多いなど）

自然災害に対し、防災の面で不安があ

る

防犯の面で不安がある

病院や福祉施設などが遠い

食料品などの買い物に不便である

公共交通の利便性が悪い

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

複数回答

公共交通の利便性が悪い 

食料品などの買い物に不便である 

病院や福祉施設などが遠い 

防犯の面で不安がある 

自然災害に対し、防災の面で不安がある 

道路環境が悪い（交通量が多いなど） 

その他 

教育施設や文化施設が遠い 

ご近所の人たちとの付き合いがない 

建物が密集している 

公園や緑地が少ない 

まちの景観が悪い 

マンションなどにより日当たりが悪い 

子育て支援施設が遠い 

●住宅循環システムの構築等  

・長寿命化に向けた適切な維持管理・修繕や、マンションの再生（建替え・マンション敷地

売却）の円滑化に取り組む必要があります。 

・令和 7（2025）年 4 月に「省エネ基準適合」が義務化され、さらに令和 12（2030）年まで

には ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）水準の基準が引き上げられます。こうい

った省エネ快適性の向上を含めた気候変動対策と連動して、長期優良住宅の普及や、建て

替え・改修時の ZEH 化を推進し、ライフサイクルでの CO2排出量の削減が求められます。

また、住宅更新時などに地域産木材を活用していくことの啓発も必要です。 

 

（５）新しいライフスタイル、多様な住まい方 

現状 

○全国的な傾向として、働き方改革やコロナ禍を契機として、新しいライフスタイルや多様

な住まい方への関心が高まってきています。また、テレワーク等を活用した地方、郊外で

の居住、二地域居住など複数地域での住まいを実践する動きが本格化しています。  

○本市での在宅勤務（またはオンライン授業）の利用は、会社員等や学生の内、5％程度とな

っています（詳細は次項目「アンケート調査結果から」の本文参照）。 

 

アンケート調査の結果から 

○現在の住環境に「やや不満」または「不満」

と回答した方（82 人、全体の 19.7％）の

主な理由は、公共交通の利便性の悪さや、

買物や通院など日常生活に対する不便さ

です（図 2.10）。 

○在宅勤務（またはオンライン授業）の実施

状況は、「行っていない（81.0%）」が最も多

く、「月に数回程度（3.4%）」、「週に 3～4 日

程度（0.8%）」、「週に 1～2 日程度（0.8%）」

が続いています（問 25-③）。 

 

 

 

 

図 2.10 現在住んでいる場所の周辺環境について 

不満な点や困っていること 

（現在の住宅に「やや不満」、「不満」と答えた 82 人の集計） 
出典：本計画策定にあたっての市民アンケート調査（問 18-②） 
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課題 

●新しい生活観にあわせた住宅の供給促進、DXの推進等 

・市からの情報発信や行政サービスの DX 化を進め、多様な住まい方を支援し、住宅を探す

人々の利便性を高める必要があります。 

・住宅に関する情報収集や契約・取引プロセスの DX 化を推進し、全国的な潮流に対応するこ

とが求められます。 

・多様な公共交通体系の整備のほか、在宅勤務・オンライン授業の支援を通して定住の促進

を図るとともに、良好な自然環境を活かしてリモートワークを希望する人の移住を促進す

ることも取組として考えられます。 

 

（６）災害への備え 

現状 

○近年、台風等に伴う大規模な風水害や土砂災害が頻発化・激甚化していることに加え、南

海トラフ巨大地震や直下型地震の発生が懸念されています（資料編 31頁～32頁、表 1.10、

図 1.35 参照）。 

アンケート調査結果から 

○今後の住まいづくりで重視する点とし

ては、「災害に強い住まいづくり」

（66.1%）が最も多く、次いで「高齢者

などが安心して暮らせる住まいづくり」

（64.7%）、「安心して子育てできる住ま

いづくり」（37.7%）となっています。（図 

2.11） 

○前回調査では「高齢者などが安心して

暮らせる住まいづくり」が最も多く、

「災害に強い住まいづくり」が続いて

いました。今回の結果からは、災害に対

する意識の高まりがうかがえます。 

課題 

●安全な住宅・住宅地の形成等 

・豪雨災害の激甚化と地震災害への対策をより一層強化していく必要があります。 

・災害発生時には、被災者の応急的な住まいの確保も必要です。  

図 2.11 今後の住まいづくりで必要だと思うこと（再掲） 

出典：本計画策定にあたっての市民アンケート調査（問 21） 

 

2.4%

3.1%

3.6%

3.6%

8.7%

17.8%

21.6%

21.9%

37.7%

64.7%

66.1%

民間賃貸住宅の供給を促進する住まいづ

くり

景観に配慮した住まいづくり（建物の色

やデザインの調和など）

リモートワークなど職住が近接した住ま

いづくり

持家取得を促進する住まいづくり

自然環境や歴史と調和した住まいづくり

地域コミュニティが充実している住まい

づくり

省エネ・省資源に配慮した住まいづくり

健康に配慮した住まいづくり

安心して子育てできる住まいづくり

高齢者などが安心して暮らせる住まいづ

くり

災害に強い住まいづくり

0% 20% 40% 60% 80%

複数回答

災害に強い住まいづくり 

 

高齢者などが安心して暮らせる 

住まいづくり 

 

安心して子育てできる住まいづくり 

 

健康に配慮した住まいづくり 

 

省エネ・省資源に配慮した 

住まいづくり 

 

地域コミュニティが充実している 

住まいづくり 

自然環境や歴史と調和した 

住まいづくり 

持家取得を促進する住まいづくり 

 

リモートワークなど職住が近接した

住まいづくり 

景観に配慮した住まいづくり（建物

の色やデザインの調和など） 

民間賃貸住宅の供給を促進する 

住まいづくり 
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２ 計画策定にあたっての視点 

項目 1で示したように、住宅政策を取り巻く情勢の変化が見られ、市民の住生活に対す

る満足度の指標等も多様化しています。 

このため、本計画の見直しは、以下３つの視点を基に進めます。 

視点 1：「社会環境の変化」の視点 

  ○安全な住宅・住宅地の形成等  

・気候変動に伴う夏季の異常高温対策（住宅改修率の向上） 

・豪雨等の激甚化への備え（立地適正化計画の推進）、地震災害への備え（住宅の耐震化の推

進） 

・災害発生時における被災者の住まいの確保 

  ○新しい生活観、DXの推進等 

・住宅に関する情報収集、契約・取引プロセスの DX支援 

視点 2：「居住者・コミュニティ」の視点 

  ○こどもを産み育てやすい住まいづくり 

・安全で安心して暮らせる住環境整備の推進 

・就学前のこどものみならず、中学生、高校生を含む子育て環境の充実化 

  ○高齢者等が安心して暮らせる住環境の整備  

・高齢者の住まいやすい住宅支援 

  ○セーフティネット機能の整備  

・公営住宅の計画的な建替え等や、バリアフリー化、長寿命化等のストック改善の推進 

・住宅の確保が困難な世帯の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、市、不動

産関係団体、居住支援団体等が連携し、住宅の確保が困難な世帯及び民間賃貸住宅の賃貸

人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援が必要です。（居住支援協議会等） 

  ○多文化共生の推進 

・外国籍の市民と地域住民との交流を通じ、生活文化の違いに対する相互理解の推進。 

視点 3：「住宅ストック・産業」の視点 

 ○住宅循環システムの構築等  

・長寿命化に向けた適切な維持管理・修繕、マンションの再生（建替え・マンション敷地売
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却）の円滑化  

・長寿命化でライフサイクル CO2排出量が少ない長期優良住宅の普及や ZEH 化の支援 

 ○空き家の管理・除却・利活用 

・所有者等による適切な管理の促進 

・周辺の居住環境に悪影響を及ぼす管理不全空家等、特定空家等に係る除却等の対策の強化 

・空き家バンク等を活用した既存住宅の活用推進 

 ○移住・定住の促進  

・子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得を手厚く支援するメニューを準備  

・自然豊かな環境や子育てのしやすさ等の長浜市の魅力を強く発信 

・上記の移住定住を支援する施策と長浜市の魅力を一体化してパッケージングし、大々

的にＰＲする。 

 ○空き家を予防するための意識啓発 

・持ち家の将来の在り方についての意識啓発の推進 
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第3章  住宅政策の基本理念と基本目標 

１ 基本理念 

住宅は、生活の基盤であり、家族と暮らし、人をつくり、育て、憩い、安らぐことので

きるかけがえのない空間であるとともに、人々の社会生活や地域のコミュニティ活動を

支える拠点でもあります。また、都市やまちなみの重要な構成要素であり、安全、環境、

福祉、文化といった地域の生活環境に大きな影響を及ぼすという意味で社会的性格を有

しており、個人の私的な生活空間であるだけでなく、豊かな地域社会を形成するうえで重

要な要素です。 

上記の認識のもと、前章にて提示した計画策定にあたっての視点を踏まえて、本計画の

基本理念を以下のように設定し、その実現に努めるものとします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

安全・安心で住みごこちを高める  

豊かな住まいづくり  
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２ 基本目標 

課題や基本理念を踏まえ、「地域」「ライフスタイル」「安全・安心」「福祉」「活力向上」

「セーフティネット」をキーワードにして、６つの基本目標を掲げます。 

 

１ 地域の風土に合った住み続けられる住まいづくり＜地域＞ 

・自然環境や歴史・文化など地域の資源を生かしながら、立地や気候風土に応じた住まいづ

くりを進めるとともに、地域に住み続け、固有の風土を育んできた地域コミュニティが維

持継承できる住まいづくりを進めます。 

２ 誰もが快適に暮らせる住まいづくり＜ライフスタイル＞ 

・多様なライフスタイルに対応した住宅・住環境、身近な地域における生活基盤の整った利

便性の高い住環境の形成、魅力ある景観形成や環境負荷の低減への配慮など、誰もが快適

に暮らせる住まいづくりを進めます。 

３ 安全・安心な住まいづくり＜安全・安心＞ 

・安全で長持ちする快適な住宅や子育て環境の充実、災害時の被害を最小限にとどめる災害

に強い住宅・住環境の形成、犯罪の起きにくい住宅・住環境の形成など、多様な世代が安

全・安心に暮らせる住まいづくりを進めます。 

４ 高齢者やしょうがい者にやさしい住まいづくり＜福祉＞ 

・高齢者などの自立生活を住宅・住環境分野から支援していくため、住宅・公共施設のバリ

アフリー化や高齢者向け住宅の供給促進、生活支援機能の充実など、高齢者やしょうがい

者にやさしい住まいづくりを進めます。 

５ 新しい暮らしを生み出す住まいづくり＜活力向上＞ 

・定住の促進と活力の創出に向け、空き家などの活用や地域資源の活用を進めながら、若い

世代が住みたい、住み続けたいと思える、新しい暮らしを生み出す住まいづくりを進めま

す。 

６ 住宅セーフティネットの充実する住まいづくり＜セーフティネット＞ 

・居住の安定のために、公営住宅戸数の適正管理を行うとともに、居住ニーズに応じた住み

替えができる仕組みの検討など公営住宅ストックの有効活用を図り、住宅セーフティネッ

トの充実する住まいづくりを進めます。  
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第4章  施策の展開方向 

１ 体系図 
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２ 施策の展開方向 

基本目標を実現するための「施策の展開方向」ごとに具体的な事業と成果指標を示します。 

自然環境や歴史・文化など地域の資源を生かしながら、立地や気候風土に応じた住ま

いづくりを進めるとともに、地域に住み続け、固有の風土を育んできた地域コミュニテ

ィが維持継承できる住まいづくりを進めます。 

本市は、琵琶湖から伊吹山系の山々まで地形の変化に富み、自然の息吹が感じられるまち

であり、また、黒壁スクエアや木之本宿を中心とする歴史的まちなみ、古くから守り伝承さ

れてきた観音信仰など、魅力的な歴史文化を持つまちでもあります。こうした環境下で育ま

れた地域産材、歴史的建造物、地域文化や地域の人材、施設、風土、技術など、地域に根ざ

した独自の資源を生かした住まいづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 地域の風土に合った住み続けられる住まいづくり 

展開方向① 地域資源の活用 

事 業 名 称 内  容 

森林・林業活性化バイオマス

利用促進事業 

「薪市場」の開催や森づくりの担い手・活動団体の育成を行い、木質

バイオマスの燃料源となる地域資源材の安定調達を図る。 

長浜市産材利用促進事業 

長浜市産材の利用促進と木材産業の活性化を図るとともに、市産材の

地産地消の流れを推進し、森林資源の利用拡大と森林の公益的機能の

維持、増進を図る。 

古民家の活用支援 
古民家の利活用に関係する団体との連携を強化し、古民家への関心を

高めるための支援を行う。 

 主な取組・事業 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

施業集約化素材生産量（立木のまま伐採し、

素材として活用する木材の生産量） 

９，１９４㎡ 

（令和元年～５年度平均） 
１０，０００㎡ 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

空き家バンクの成約数 １９件 ２５件 

 

 目標指標 
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展開方向② 景観形成への配慮 

重要文化的景観に指定された菅浦地区のような景観をはじめ、本市にある美しい湖や

山並み、田園風景などの自然的景観及び北国街道沿いの歴史的まちなみなどの豊かな自

然や歴史・文化、風土といった地域特性が、市民の日々の暮らしの中に息づいています。 

市民がまちに親しみや愛着を抱き、気軽にみどりと触れ合える場を維持できるよう、景

観を守り生かすための住まいづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

・長浜市中高層等建築物に関する指導実施 

・長浜市開発事業に関する指導実施 

周辺地域の良好な景観形成を図るための敷地内の緑化を推

進する。 

景観保全対策事業 
一定規模以上の建築物の建築などを行う場合に事前に届出

を求め、市の景観形成基準に適合しているかを審査する。 

景観まちづくり支援事業補助金 
地域の景観づくりを推進し、魅力と活力を高めるまちづく

りに寄与する。 

都市緑化推進事業 

道路沿線に生垣、樹木、花苗などの植栽を一定規模以上行う

ことで緑化を推進し、美しい緑豊かな景観づくり及び住み

よいまちづくりに寄与する。 

 主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

都市計画区域面積に対する 

緑地の割合 

７４％ 

（令和２年度） 
７４％ 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

市民一人あたりの都市公園 

面積（㎡／人） 

１４．０㎡／人 

（令和２年度） 
１５．５㎡／人 
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展開方向③ 歩いて暮らせる生活圏の形成 

市民の中には、住み慣れた家や地域で暮らしたいと思っていても、現在住んでいるとこ

ろでは、日常的な生活サービスが不便であると感じている人がいます。また、市の他の計

画においては、将来的な生活圏の構築や住宅地として有効な土地利用の在り方について

示されています。 

これらを踏まえ、長浜市立地適正化計画における各集積区域や各地域の核となる施設

を中心とした、歩いて暮らせる生活圏を形成し、便利で安心した暮らしができる住まいづ

くりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

事 業 名 称 内  容 

移動販売車による買い物支援 

冷蔵や冷凍設備を取り付けた軽トラックで、生鮮食品や総菜、乾物、

パンなど食料品を中心に品揃え、1 週間に決まった曜日・時間帯に所

定の停留所（販売所）を巡回する。 

デマンド型乗合タクシー運行維持費 

補助事業 

コミュニティバス路線が廃止となった地域または交通空白地域におい

て、乗合タクシー運行費の補助を行うことで市民生活に必要な交通手

段を確保する。 

コミュニティバス運行事業 
公共交通空白地において市直営のコミュニティバスを運行し、地域内

の移動手段を確保する。 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

移動販売車の運行地域数 
１２地域 

（全体の５０％） 

１２地域 

（維持目標） 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

路線バスやデマンドタクシーの 

利用者数 
２５７，３４０人／年 

２５４，０００人／年 

（令和９年度） 
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展開方向④ 多様な公共交通体系の整備 

誰もが快適に移動でき、手軽に生活サービスを享受できる住環境の形成に向けた取組

を進めます。住環境において重要となる、身近な交通手段について、バスやデマンド型乗

合タクシーなど地域の特性に応じた公共交通の充実や鉄道利用の促進に取り組み、地域

公共交通のネットワークの向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事 業 名 称 内  容 

地方バス路線維持費補助事業 

地域住民の日常生活に必要不可欠な路線バスの運行について、地域住民の

福祉を確保するとともに路線バス維持費の補助を行うことで市民生活に必

要な交通手段を確保する。 

【再掲】 

デマンド型乗合タクシー運行 

維持費補助事業 

コミュニティバス路線が廃止となった地域または交通空白地域において、

乗合タクシー運行費の補助を行うことで市民生活に必要な交通手段を確保

する。 

公共交通利用促進事業 
運転免許返納者への回数券交付などでバスを利用するきっかけを提供する

ことにより、バスの利用を促進する。 

【再掲】 

コミュニティバス運行事業 

公共交通空白地において市直営のコミュニティバスを運行し、地域内の移

動手段を確保する。 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

公共交通（鉄道、バス）の分担率※ 
３．５％ 

（令和３年度） 
４．５％ 

 ※公共交通の分担率とは、全ての交通手段のうち、公共交通が使われている割合を指

します。 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

鉄道の利用者数 ７，７１５人／日 
８，７００人／日 

（令和８年度） 
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基本目標２ 誰もが快適に暮らせる住まいづくり 

多様なライフスタイルに対応した住宅・住環境、身近な地域における生活基盤の整

った利便性の高い住環境の形成、魅力ある景観形成や環境負荷の低減への配慮など、

誰もが快適に暮らせる住まいづくりを進めます。 

「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、住宅における太陽光エネルギーや間伐材などの利

用促進、木造建築の普及、建築資材廃棄物の抑制、リサイクルの推進、また温室効果ガスの

排出削減に寄与する取組などを通じ、安全で永続的に利用が可能なエネルギーの導入や資

源の活用を推進し、地球環境への負荷低減を図る住まいづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

展開方向① 環境負荷低減への配慮 

事 業 名 称 内  容 

【再掲】 

長浜市産材利用促進事業 

長浜市産材の利用促進と木材産業の活性化を図るとともに、市産材の

地産地消の流れを推進し、森林資源の利用拡大と森林の公益的機能の

維持、増進を図る。 

【再掲】 

都市緑化推進事業 

道路沿線に生垣、樹木、花苗などの植栽を一定規模以上行うことで緑

化を推進し、美しい緑豊かな景観づくり及び住みよいまちづくりに寄

与する。 

地域脱炭素推進事業 

市民、事業者及び市の協働の下、ゼロカーボンシティの実現をめざし

て、市域における地球温暖化対策を推進するとともに安全で持続可能

なエネルギー社会を築くため再生可能エネルギーの導入を推進する。 

再エネ・省エネ導入促進事業 
市民及び事業者の環境保全や省資源意識を喚起し、エコライフへの転

換、地球温暖化防止及び再生可能エネルギーの普及を図る。 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

市内再生可能エネルギー設備の 

容量合計 

５０，１７３ｋＷ 

（令和５年度） 

１０７，５２８ｋＷ 

（令和１０年度） 
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展開方向② 快適な暮らしを支える社会基盤の整備 

生活道路の整備改善や上下水道、公園・広場・ごみ処理場の整備など、快適な暮らしを

支える社会基盤の整備を進め、各地域の生活環境の向上に努めます。また、社会基盤を整

備することで、民間による優良な宅地供給の支援を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

合併処理浄化槽設置整備補助事業 公共水域の水質汚濁の防止及び生活環境の保全を図る。 

ごみの適正処理対策事業 
ごみ集積所付近の環境美化を図るとともに、ごみの減量化及び再資源

化に対する市民活動を促す。 

水洗化促進補助事業 
水洗化の促進啓発や水洗便所の改造工事を促進する補助金を交付事業

を行う。 

下水道管渠管理事業 管渠、マンホールなど施設の維持管理を行う。 

公共下水道整備事業 下水道未普及の解消のため、計画的に管渠を整備する。 

雨水渠整備事業 
まちを浸水被害から守るため、市街地に降った雨水を、排水専用の雨

水渠へと導き、速やかに河川や琵琶湖に放流する雨水渠を整備する。 

市道整備アクションプログラム 市内主要幹線道路の整備を順次行い、利便性・安全性の向上に努める。 

長浜市開発事業に関する指導実施 開発許可基準に則った良好な宅地水準及び公園・緑地を確保する。 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

１人１⽇あたりのごみ排出量 
７８０ｇ／⽇・人 

（令和５年度） 

７４３ｇ／⽇・⼈ 

（令和１０年度） 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

長浜市道路アクションプログラム

の短期路線の着手率 
― ８０％ 
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展開方向③ デジタル技術を活用した生活の利便化 

 デジタル技術の活用を前提とした利用者目線のサービスデザインを心がけながら、行政

のサービスを最初から最後までデジタルで完結させ、利用者一人ひとりのニーズやライフ

スタイルに合ったサービスを提供し、生活の利便性の向上を図ります。 

 同時に、市民の誰もが生活の中でデジタル技術の恩恵を受けられる環境をめざし、デジ

タル活用支援や使いやすいサービスの構築に向けた取組を進めます。 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

公共施設予約システム 
社会体育施設やまちづくりセンター等の公共施設が 24 時間どこからで

も予約できるよう、オンライン予約システムを整備・運営します。 

地域デジタル化推進事業 

すべての住民がデジタル技術の恩恵を享受できるよう、講習会の開催や

持続可能なサポート体制の構築など、きめ細やかなデジタル活用支援を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

施設予約のオンライン普及率 ３２．５％ ８０．０% 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

ICT （情報通信技術）を活用した

情報サービスの提供の満足度 

※出典：市民満足度調査 

１５．０％ ２０．０％ 

 



26 

 

基本目標３ 安全・安心な住まいづくり 

安全で長持ちする快適な住宅や子育て環境の充実、災害時の被害を最小限にとどめる

災害に強い住宅・住環境の形成、犯罪の起きにくい住宅・住環境の形成など、多様な世

代が安全・安心に暮らせる住まいづくりを進めます。 

展開方向① 住宅・住環境の防災対策の強化 

頻発・激甚化する災害に対応するため、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害か

ら守ることを念頭に置き、市民・地域・企業・行政が協働しながら、災害に強い住宅・住

環境の形成を目指し、住宅の耐震化支援をはじめ、住宅や市街地の耐震性・防災性・向上

に努めるとともに、地域における防災力を向上させる取組を行います。 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

雪寒対策事業 

（除雪機械購入補助金） 

（地域除雪作業委託補助金） 

自治会が冬季間の自治会内における生活道路確保のために、自

主的に取り組む除雪作業の促進を図る。 

木造住宅耐震診断員派遣事業 

昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の耐震化を促

進するため、診断希望者に滋賀県の登録診断員を派遣し、耐震

診断及び補強案作成を実施する。 

建築物耐震対策総合支援事業 

（木造住宅耐震改修等事業） 

昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の耐震化を促

進するため、木造住宅耐震診断の結果、危険性が高いとされた

木造住宅の耐震改修工事等の費用を一部を補助する。 

建築物耐震対策総合支援事業 

（ブロック塀等耐震化促進事業） 

地震等によるブロック塀等の倒壊を防ぐため、避難路等に面し

た耐震性の不足するブロック塀等について、除却・改修工事の

費用の一部を補助する。 

建築物耐震対策総合支援事業 

（既存民間建築物耐震診断事業） 

昭和５６年５月３１日以前に建築された建築物の耐震化を促進

するため、建築物の耐震診断の実施を促進するため、民間建築

物の耐震診断の費用を一部を補助する。 

建築物耐震対策総合支援事業 

（土砂災害特別警戒区域内建築物安全

対策事業） 

土砂災害特別警戒区域内の建築物の土砂災害防止対策を促進す

るため、当該建築物の土砂災害に対する安全対策工事の費用を

一部を補助する。 

 
主な取組・事業 
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自主防災体制づくり事業 

（草の根防災体制育成事業補助金） 

災害に強いまちづくりを目指し、地域住民による自主防災組織

の育成及び防災意識の高揚を図るため、自治会等が行う防災に

関する事業に対して補助する。 

地域防災力アップ事業 

（災害図上訓練事業） 

総合防災マップなどを活用して地域別住民参加型の災害図上訓

練を開催し、当該地域の地区別防災マップ及び地区別避難計画

を作成、更新する。 

個人木造住宅への耐震シェルター等の

普及事業 

地震による住宅の倒壊から市民の生命及び身体を守るため、居

住者の生命及び身体の安全を守る機能を有する箱型ベッド型等

の構造物（耐震シェルター）の設置に対して補助する。 

感震ブレーカー設置促進事業 

地震時における電気を起因とする住宅からの出火を防止し、市

民の生命及び財産を守るため、感震ブレーカーの設置に対して

補助を行う。 

災害時要援護者避難支援事業 

「避難支援・見守り支えあい制度」 

災害時要援護者の避難支援を図るため、地域における情報伝達

及び避難支援を円滑に行えるよう、要援護者個々の支援計画を

定め、自治会・民生委員・市などで情報を共有する。 

高齢者世帯等雪下ろし費用補助事業 

除雪作業の困難な高齢者世帯などの居住する住居の屋根の雪下

ろし作業等の委託費用に対して助成を行い、経済負担の軽減、

降雪期の安全の確保を図る。 

地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 

介護施設等における防災・減災対策を推進する改修、高齢者施

設等の利用者等の安全・安心を確保する耐震化改修、非常用自

家発電設備の設置や水害対策に伴う改修等に要する費用にかか

る国庫補助により支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

避難所における食料品等非常物

資の備蓄率 
９５．０％ ９８．０％ 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

耐震化済の住宅ストック比率 ８０．３％ ８３．０％ 
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展開方向② 幅広い子育て環境の充実 

子育ての基本は家庭であり、第一義的責任として親が担うべき重要な役割であるとい

う考えのもと、地域、広くは社会全体で子育て世帯を見守り支えていくために、住宅・住

環境のバリアフリー化やこどもの遊び場の整備、遮音性の高い住宅の供給促進など、安心

して子育てができる住宅・住環境の形成に努めます。 

また併せて、子育てにおける情報の共有や地域全体での見守り等、子育てに地域全体が

協力できるコミュニティの形成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

児童遊園等の管理 児童遊園の適正な管理を行い児童に安全な遊び場の提供を行う。 

地域子育て支援センター設置 
未就園児親子対象のひろばや子育てに関する情報提供、子育て相談等を行

うことで、子育て家庭の支援に努めます。 

子育てに関する情報発信 
子育て応援ナビ、子育て・健康応援アプリ等によりイベントや健康づくり

等の情報を発信し、子育て世代の育児支援を行います。 

子育て世帯・若者夫婦世帯への

住宅支援事業 

子育て世帯及び若者夫婦世帯による新築住宅の取得や、中古住宅等のリフ

ォームに対し、長浜市独自の補助金で支援することで、本市への子育て世

帯及び若者夫婦世帯の定住を促進し、子育て環境の形成に役立てる。 

 主な取組・事業 

 目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

子育て環境・体制にかかる満足度 ３１％ ５０％ 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

長浜市の転出超過数の改善 ４９１人 ０人 
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展開方向③ 地域コミュニティの維持・向上 

人口減少、高齢化及びライフスタイルの多様化などにより、今まで以上に地域コミュニ

ティの維持は難しくなる中、市民と行政がそれぞれの役割を果たし、多様な団体と協働す

ることを通じ、地域での交流やふれあいを促進し、地域における防犯・防災性の高いコミ

ュニティづくりを進めます。 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

自治会活動振興交付金事業 

自治会が行う住民のふれあい活動、環境美化活動、自治会館の

維持管理などの活動を促進し、地域コミュニティの維持向上を

図る。 

自治会館整備事業補助金事業 

コミュニティの形成を通じて市民の連携意識の醸成と自治意識

の高揚を図り、市民主役の地域社会の健全な発展に資するため、

自治会館の建設、購入、バリアフリー化、耐震化、ＬＥＤ化の

改修事業に補助を行う。 

連合自治会委託事業 

自治会組織の運営及び発展に関する研究事業の実施や地域コミ

ュニティの醸成にかかる事業などの自治振興事業について委託

を行うもの。 

地域づくり協議会活動への支援 

市民協働の担い手の一つである地域づくり協議会に対し、地域

の課題解決に向け、より自立した活発な活動が出来るように支

援する。 

自主防犯推進事業 

（自治会防犯灯設置補助金） 

自治会管理の防犯灯について、より明るくて経済的な運用がで

きる LED を導入することで、夜間における犯罪抑止を図る。 

地域国際化推進事業 

国籍や民族などの異なる人々が、対等な関係を築きながら、地

域社会の構成員として共に生きていくことができる「多文化共

生のまちづくり」を推進する。 

【再掲】 

災害時要援護者避難支援「避難支

援・見守り支えあい制度」 

災害時要援護者の避難支援を図るため、地域における情報伝達

及び避難支援を円滑に行えるよう、要援護者個々の支援計画を

定め、自治会・民生委員・市などで情報を共有する。 

 
主な取組・事業 
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空き家活用地域活性化事業 

空き家の所在地の自治組織または市内に活動拠点を有する市民

活動団体等が地域の課題解決や地域の活性化を目的とした空き

家の改修工事や除却工事を行った場合、費用の一部を助成しま

す。 

【再掲】 

自主防災体制づくり事業 

(草の根防災体制育成事業補助金) 

災害に強いまちづくりを目指し、地域住民による自主防災組織

の育成及び防災意識の高揚を図るため、自治会等が行う防災に

関する事業に対して補助を行う。 

【再掲】 

地域防災力アップ事業 

（災害図上訓練事業） 

総合防災マップなどを活用して地域別住民参加型の災害図上訓

練を開催し、当該地域の地区別防災マップ及び地区別避難計画

を作成、更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

空き家活用地域活性化事業 1件 1件 

 ※例年 1 件分対応。地域コミュニティの維持向上と、危険な空家の解消が同時に見込めるた

め、継続的に実施。 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

自治会の維持や地域の見守り 

活動の満足度 
４７．１％ ６０％ 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

やさしい日本語協力施設・店舗数 ４１件 ７０件 
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展開方向④ 安心して長く住める住宅の啓発・改修支援 

昨今の住宅市場の拡大に伴う既存住宅のリフォームや高性能なＺＥＨ住宅の建設など

を通じて、安全で安心して長く住める住まいづくりを進めるとともに、既存住宅の適切な

維持管理や性能向上に取り組めるような環境づくりのため、相談体制や情報提供の充実

に努めます。 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

住宅相談窓口の設置 
庁内の住宅や住環境に関する情報を一つに集約し、プラットホーム

の役割を果たすための相談窓口を設置する。 

【再掲】 

木造住宅耐震診断員派遣事業 

昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の耐震化を促進す

るため、診断希望者に滋賀県の登録診断員を派遣し、耐震診断及び補

強案作成を実施する事業 

【再掲】 

建築物耐震対策総合支援事業 

（木造住宅耐震改修等事業） 

昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の耐震化を促進す

るため、木造住宅耐震診断の結果、危険性が高いとされた木造住宅の

耐震改修工事等の費用を一部を補助する事業 

【再掲】 

建築物耐震対策総合支援事業 

（ブロック塀等耐震化促進事業） 

地震等によるブロック塀等の倒壊を防ぐため、避難路等に面した耐

震性の不足するブロック塀等について、除却・改修工事の費用の一部

を補助する事業 

【再掲】 

建築物耐震対策総合支援事業 

（既存民間建築物耐震診断事業） 

昭和５６年５月３１日以前に建築された建築物の耐震化を促進する

ため、建築物の耐震診断の実施を促進するため、民間建築物の耐震診

断の費用の一部を補助する事業 

【再掲】 

建築物耐震対策総合支援事業 

（土砂災害特別警戒区域内建築物

安全対策事業） 

土砂災害特別警戒区域内の建築物の土砂災害防止対策を促進するた

め、当該建築物の土砂災害に対する安全対策工事の費用を一部を補

助する事業 

 

マンション管理の適正化に関する 

啓発 

 

国の指針に基づき、管理組合によるマンション管理が適正に行われ

るよう啓発や助言等を行う。 

 

 

 

 

 

 
主な取組・事業 
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目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

長浜市の住宅改修率 
６．０％／年 

（令和５年度） 
７．０％／年 

 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

２５年以上の長期修繕計画に

基づく修繕積立金額を設定し

ている分譲マンションの管理

組合の割合 

２件/１３件 

（１５％） 

１０件／１３件 

（７５％） 
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基本目標４ 高齢者やしょうがい者にやさしい住まいづくり 

高齢者などの自立生活を住宅・住環境分野から支援していくため、住宅・公共施設の

バリアフリー化や高齢者向け住宅の供給促進、生活支援機能の充実など、高齢者やしょ

うがい者にやさしい住まいづくりを進めます。 

展開方向① バリアフリー化・ユニバーサルデザインの促進 

高齢者やしょうがい者の自立した日常生活や社会生活を確保するため、また、誰もが地

域の中で自立して安全かつ快適な生活を営めるよう、高齢者やしょうがい者に配慮した

住環境を整備するとともに、安全で快適な住まいづくりを進めるため、既存住宅のバリア

フリー化を促進します。 

  また、住居の一つであり、維持管理の適正化が課題であるマンションに関して、国の指

針に基づき管理組合によるマンション管理が適正に行われるよう啓発や助言等を通じて、

良好な居住環境の確保を目指します。 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

在宅重度しょうがい者住宅改造費助

成事業 

在宅重度心身障害者の日常生活の便宜を図り、在宅重度障害者の福

祉の増進を図る。 

【再掲】 

自治会館整備事業補助金事業 

コミュニティの形成を通じて市民の連携意識の醸成と自治意識の高

揚を図り、市民主役の地域社会の健全な発展に資するため、自治会

館の建設、購入、バリアフリー化、耐震化、ＬＥＤ化の改修事業に補

助を行う。 

高齢者小規模住宅改造経費助成事業 

日常生活動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易

にするための住宅の小規模な改造を支援し、寝たきりの予防及び生

活の助長並びに介護家族の介護の負担軽減を図る。 

 
主な取組・事業 
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介護保険住宅改修費支給事業 

介護保険要支援・要介護認定者が在宅生活を送るための住環境の整

備として、手すりの取付や段差解消など小規模な住宅改修を支援し、

転倒予防や生活環境整備を推進する。 

【再掲】 

建築物耐震対策総合支援事業 

（木造住宅耐震改修等事業） 

昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の耐震改修工事に

あわせて行うバリアフリー改修工事の一部を補助する事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

高齢者などのための設備がある 

住宅の割合 

５８．７％ 

（令和５年度） 
７０％ 

 



35 

 

展開方向② 高齢者やしょうがい者の居住の安定化 

多くの高齢者やしょうがい者が自宅に住み続けたい意向を持っていますが、加齢ととも

に身体的負担が増加することから、バリアフリー化のみならず、福祉施策と連携し、⾼齢

者やしょうがい者等の在宅での⽣活や介護をサポートするための地域での⾒守りや相談

対応など、地域包括関係機関や地域の関係団体と連携した⽀援体制の整備を進め、居住の

安定を確保します。 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

緊急時の通報システム装置の貸与 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人等で、突発的に生命に危

険な症状が発生する疾患がある人などを対象に、急病や事故等の緊急事

態に通報できる緊急通報装置を貸与する。 

【再掲】 

介護保険住宅改修費支給事業 

介護保険要支援・要介護認定者が在宅生活を送るための住環境の整備と

して、手すりの取付や段差解消など小規模な住宅改修を支援し、転倒予

防や生活環境整備を推進する。 

【再掲】 

高齢者小規模住宅改造経費助成事業 

日常生活動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にす

るための住宅の小規模な改造を支援し、寝たきりの予防及び生活の助長

並びに介護家族の介護の負担軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

高齢者などのための設備がある 

住宅の割合 

５８．７％ 

（令和５年度） 
７０％ 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

認知症サポーター養成講座受講

者数(累計） 
４３，２１７人 

５３，０００人 

（令和１１年度） 

 

 



36 

 

 

展開方向③ 高齢者やしょうがい者向けの良質な住宅の供給 

バリアフリー化した住宅、医療や介護保険サービス、生活支援サービスなどとの連携や

住宅確保支援と地域包括ケアの観点を持って、高齢者やしょうがい者が安心して暮らす

ことのできる施設について、適切な整備計画を見込んでいきます。 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

しょうがい福祉施設整備支援事業 
地域で暮らすしょうがいのある人を支援するために福祉基盤を整

備する。 

介護施設等開設準備経費補助金 

ゴールドプランながはまに掲げる介護福祉施設の整備計画数に基

づき、事業所の公募・選定を行い、当該施設の整備を行う者に対し、

開設の準備に要する経費の支援を行う。 

【再掲】 

高齢者小規模住宅改造経費助成事業 

日常生活動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易

にするための住宅の小規模な改造を支援し、寝たきりの予防及び

生活の助長並びに介護家族の介護の負担軽減を図る。 

【再掲】 

介護保険住宅改修費支給事業 

介護保険要支援・要介護認定者が在宅生活を送るための住環境の

整備として、手すりの取付や段差解消など小規模な住宅改修を支

援し、転倒予防や生活環境整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

高齢者などのための設備がある 

住宅の割合 

５８．７％ 

（令和５年度） 
７０％ 
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基本目標５ 新しい暮らしを生み出す住まいづくり 

定住の促進と活力の創出に向け、空き家などの活用や地域資源の活用を進めながら、

若い世代が住みたい、住み続けたいと思える、新しい暮らしを生み出す住まいづくりを

進めます。 

展開方向① 若い世代を中心とする移住・定住促進 

市内外の若者世帯や子育て世帯に選ばれる地域を目指し、若い世代をターゲットにした、

住宅支援や住環境の整備に取り組みます。そのため、雇用政策との連携を図るとともに、空

き家バンクを活用した古民家の流通促進や、市内での住宅取得を支援する補助制度を展開

しＰＲしていくことで、移住・定住を積極的に促進していきます。 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

移住・定住促進事業 
移住に利活用できる空き家について、地域と所有者、移住希望者の３

者をつなぐ仕組みを作り、移住の促進による地域の活性化を図る。 

都市ブランド力向上事業 

若者世代の転出抑制を目的として、生活の魅力や子育て支援、就労支

援をパッケージングしたシティプロモーション特設サイトにより、移

住や定住促進を図る。 

移住促進プロモーション事業 

SNS 広告を活用してリニューアルしたシティプロモーションの閲覧に

つなげることで、若者世代の転出抑制を図る。また市内事業者と連携

し、紙媒体で本市の生活の魅力や移住支援の情報を発信する。 

子育て世帯・若者夫婦世帯への

住宅支援事業 

子育て世帯及び若者夫婦世帯による新築住宅の取得や、中古住宅等の

リフォームに対し、長浜市独自の補助金で支援することで、本市への

子育て世帯及び若者夫婦世帯の定住を促進し、若者人口の転出超過の

改善を図る。（R７） 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

空き家バンクの成約数 １９件 ２５件 
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展開方向② 新たな住人の創出・確保 

長浜市空き家バンクの活用や二地域居住の促進をはじめ、就労対策・子育て施策と連携

した定住施策に取り組むとともに、長浜市の自然環境・子育て・医療・教育・市民協働等

の魅力を市内外に広くＰＲすることで、長浜市市内からの転出を抑制し、市外からの転入

を促進します。 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

【再掲】 

移住・定住促進事業 

移住に利活用できる空き家について、地域と所有者、移住希望者の

３者をつなぐ仕組みを作り、移住の促進による地域の活性化を図る。 

子育て世帯・若者夫婦世帯への住

宅支援事業 

子育て世帯及び若者夫婦世帯による新築住宅の取得や、中古住宅等

のリフォームに対し、長浜市独自の補助金で支援することで、本市

への子育て世帯及び若者夫婦世帯の定住を促進し、若者人口の転出

超過の改善を図ります。（R7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

空き家バンクの成約数 １９件 ２５件 

 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

長浜市の転出超過数の改善 ４９１人 ０人 

 

 
主な取組・事業 
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展開方向③ 空き家の適正管理と利活用促進 

市内の空き家は年々増加傾向にあり、今後も増加が見込まれます。これに対して、市の

空き家に対する考え方や方向性を示し、中古物件や賃貸住宅ストックの流動化の促進及

び空き家の適正管理と利活用を進めるとともに、住宅所有者・自治会に対して将来の空き

家化に備えた話し合い等の事前準備の啓発を進めるなど、空き家数の抑制を図ります。 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

空き家対策事業 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「長浜市空家等に

関する条例」に基づき、予防・抑制、活用・流通、適正管理、除却、

跡地活用に関する対策を総合的かつ計画的に実施する。 

空き家出前講座の実施 
自治会・地域づくり協議会等を対象に、空き家の管理における講

座を定期的に実施し、空き家予防の意識啓発を行う。 

空き家データベースシステムの活用 

国土交通省が導入する「空き家データベースシステム」を利用し、

市内の空き家に関する情報を一元的に管理する。また、システム

を活用して所有者に対する空き家の適正管理に関する助言・指導

を行うほか、空き家の利活用を促す情報提供を行う。 

【再掲】 

移住・定住促進事業 

移住に利活用できる空き家について、地域と所有者、移住希望者

の３者をつなぐ仕組みを作り、移住の促進による地域の活性化を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

特定空家等の解消率 ６７％ ７０％以上 

特定空家等の解消件数 年間５件 年間６件以上 
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基本目標６ 住宅セーフティネットの充実する住まいづくり 

 居住の安定のために、支援が必要な人への民間住宅の借り上げなどを検討しながら、

公営住宅戸数の適正管理を図るとともに、居住ニーズに応じた住み替えができる仕組み

の検討など公営住宅ストックの有効活用を図り、住宅セーフティネットの充実する住ま

いづくりを進めます。 

展開方向① 公営住宅ストックの適正管理、居住性の向上及び有効活用 

老朽化により募集を停止している市営住宅が増加していく中で、既存の公営住宅スト

ックを市民の需要に応じて適正管理するとともに、適切な供給に努めます。 

既存の市営住宅については、長寿命化等の改善を計画的に進めていくとともに、日常的

な保守点検の中で、ストックの状況を的確に把握し、建物の老朽化や劣化による事故防止

や居住性の向上を図ります。また、高齢者の低層階への住み替え促進、子育て世帯などの

入居への配慮など、住宅セーフティネットとしての公営住宅ストックの活用を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

市営住宅整備事業 

（屋上断熱外壁改修工事） 

（外壁改修工事） 

市営住宅施設の長寿命化と入居者の居住性の向上を図る。 

市営住宅管理事業 
市営住宅の役割、あり方を踏まえ、住宅確保が困難な方への重点的な支援に

向け募集方法を改善しながら、市営住宅の適正管理を図る。 

 
主な取組・事業 

 
目標指標 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

市営住宅の管理戸数 ５６５戸 ５００戸 

市営住宅管理戸数について現在の管理戸数は５６５戸ですが、老朽化により募集停止しているものも

含まれるため、実質管理戸数はさらに少ない状態となります。また、今後市営住宅の集約も行うことか

ら、管理戸数の目標を５００戸と設定し、修繕や改善などで維持管理していくこととします。  

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

市営住宅における子育て世帯の入居戸数 ４６戸 ６０戸 
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展開方向② 住宅の確保が困難な世帯の入居、転居支援方策の実施 

住宅セーフティネットの根幹として、福祉施策と連携し居住に係る相談体制を整備する

とともに、低額所得者、高齢者、しょうがい者などの住宅の確保に配慮を要する方が安心し

て暮らせるように、セーフティネット住宅や居住サポート住宅、サービス付き住宅の供給や

転居支援の取組を、居住支援協議会等の関係組織と連携しながら促進します。 

 

 

 

事 業 名 称 内  容 

住宅セーフティネット制度に

基づく支援体制の整備 

高齢者やしょうがい者、経済的に困難な状況にある方など、住宅の確

保が困難な方々が安心して住まいを確保できるよう、セーフティネ

ット住宅や居住サポート住宅等の住宅セーフティネット制度に基づ

く支援体制を整備する。 

【再掲】 

市営住宅管理事業 

市営住宅の役割、あり方を踏まえ、住宅セーフティネットの対象世帯

への重点的な支援に向け募集方法を改善しながら、市営住宅の適正

管理を図る。 

 

 

 

 

 

  

 
主な取組・事業 

指  標 現状（令和６年度） 令和１２年度 

市営住宅における子育て世帯の 

入居戸数 
４６戸 ６０戸 

 

 
目標指数 
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第5章  計画の実現に向けて 
 

１ 推進体制の検討 

本計画の目指す住まいづくりは、住宅のみでなく、住環境としての道路や景観、環境、

暮らしを支える福祉や医療及び教育など、多種多様な分野が連携することによって実現

できることが少なくありません。 

また、本計画において検討した施策を推進していくため、関係部局が情報を共有し、施

策立案の段階から意見交換を行うなど、横断的に施策を推進できる体制の確立を進める

ことが必要です。 

これに加え、住まいづくりの主役である市民、住宅の供給や関連サービスの提供者であ

る民間事業者、ＮＰＯなど各種団体の理解と協力が必要不可欠であり、各主体が住まいづ

くりに関しての共通の認識を持ち、取組を推進していくことが求められます。  

このため、課題や施策ごとに、各主体が情報や意見の交換を行うことのできる場を構築

するなど、協働による取組を進め、これらを実現するために、効果的な推進体制を整備し

ていきます。  

 

２ 進行管理 

本計画において位置づけた各施策については、関係各課との連携、市民、民間事業者と

の協働のもと、効率的に推進していきますが、上位・関連計画の見直しや社会経済情勢の

変化等を踏まえ、策定後も計画の見直しを行う場合があります。  

見直しにあたっては、基本理念の実現に向けて設定した成果指標の推移と達成状況を

把握し、具体的施策の進捗や検討事項の実施状況を確認するとともに、それぞれの目指す

姿に対して成果の評価を行います。その後、成果社会経済情勢の変化や市民ニーズ等を踏

まえ、既存施策の見直しや新たな施策の立案を行います。 

具体的には、計画（Plan）を、実行に移し（Do）、その結果・成果を評価し（Check）、

改善し（Action）、次の計画（Plan）へとつなげていき、住生活基本計画の実現・推進の

ための進行管理を行います。 
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図 進行管理の概略 


